
平成２８年度 宮崎県体育協会競技力向上対策基本方針

１ 目 標

各競技団体の組織の充実を図るとともに、国民体育大会において入賞等が期待される競技の強化

を重点的に推進し、国民体育大会天皇杯総合順位３０位台中盤（競技得点４３０点）を目指す。

２ 基本方針

(1) 各競技団体（４１競技）の強化組織を充実させ、組織力の向上を図る。

(2) 国民体育大会において安定した競技得点が獲得できる競技を特技競技として指定し、強化する。

(3) 国民体育大会において上位入賞が期待できる競技種別・個人を最重点指定として強化する。

(4) 国民体育大会において入賞の可能性が高い競技種別を重点指定として強化する。

(5) 国民体育大会において入賞の可能性のある競技種別を発展指定として強化する。

(6) 上記指定種別以外の競技種別を育成指定として強化する。

(7) 国民体育大会において活躍が期待される大学・社会人や中・高生等への支援を行う。

(8) 県外トップチームを招聘し、国民体育大会において活躍が期待される競技の強化を図る。

(9) 国民体育大会において、十分に競技力を発揮するための直前合宿を実施する。

(10) ワールドアスリート発掘・育成プロジェクト事業により、オリンピック選手等の育成はもとよ

り、本県スポーツ界のリーダーとなる人材の育成を目指す。

(11) 女性アスリートへの支援を行い、女子競技力の向上に努める。

(12) 競技力向上に関する調査研究を積極的に行い、その効果的な活用を図る。

(13) 選手強化を円滑に推進するため、関係機関への協力要請（訪問）を行うとともに、選手・監督

を視察・激励し、意欲を喚起する。

(14) 各競技団体のガバナンスを高めるための研修や人材の育成に努める。

(15) 指導技術の向上や意識の高揚を図るなど、指導者の養成に努める。

(16) 大会運営や競技力向上を図るために、審判員等の育成・資質の向上に努める。

(17) 有望社会人が県内で活躍できるよう受入れ体制づくりを進める。

(18) 県内で施設・設備が十分ではない競技や未普及競技への活動支援に努める。

(19) 開催競技・種目の変更等については、その状況に応じて必要な支援を行う。

(20) 強化費配分計画や重点強化策を策定し、目標達成のための具体的な取組を進める。

(21) 医・科学委員会との連携強化に努める。

３ 具体的対策

(1) 組織強化対策

組織強化事業（国体参加競技団体に選手強化に関する会議）を実施し、各競技団体の強化組織

・スタッフ及び選手強化計画の充実を図るとともに、情報収集や分析に努め、国体候補選手選

考の組織、方法について工夫改善を図る。

(2) 特技競技強化対策

国民体育大会で安定した競技得点を獲得できる競技を指定して優先的に強化する。

(3) 最重点競技強化対策

国民体育大会で上位入賞が期待できる競技種別・個人を指定して強化する。



(4) 重点競技強化対策

国民体育大会で入賞の可能性が高い競技種別を指定して強化する。

(5) 発展競技強化対策

国民体育大会で入賞の可能性がある競技種別を指定して強化する。

(6) 育成競技強化対策

上記競技強化指定以外の競技種別を指定し、国民体育大会での入賞を目指す。

(7) 成年種別対策

国民体育大会で活躍が期待される大学、社会人（団体又は個人）を指定して強化する。

(8) トップチーム活用事業

県外トップチームを招聘し、合同練習会や試合を実施することにより育成・強化を図る。

(9) ジュニア対策

ジュニア層を対象に、ジュニアブリッジ養成事業、ワールドアスリート発掘・育成プロジェク

ト事業を実施し、素質のある選手の早期発掘と育成により競技力の向上を図る。

(10)女性アスリート対策

女性アスリート等の保育支援や国体新種目強化によって、女子競技力の向上を図る。

(11)国民体育大会直前合宿

国民体育大会において十分に活躍が期待される競技・種別に、合宿・遠征等を実施し重点的に

強化を図る。

(12)リハーサル大会派遣

次年度の国民体育大会で活躍が期待される競技リハーサル大会に派遣する。

(13)県内の施設・設備が十分ではない競技及び未普及競技対策

県内施設・設備が十分ではない競技への県外遠征に必要な支援や未普及競技の育成に必要な支援

に努める。

(14)選手強化対策会議の充実を図り、人材育成や資質向上及び情報交換の機会を提供する。

(15)下記の調査研究を進める。

① 各関係機関との連携を深め、競技力向上に関する情報収集と分析に努める。

② 各大会の内容・成績を分析し、本県の競技力の把握に努める。

③ スポーツ医・科学委員会との連携を深め、競技力向上に関する調査・研究を推進する。

また、各競技団体とスポーツ医・科学委員会との連携を支援する。

(16)連携強化の促進

① 強化練習、強化合宿、各種大会を巡回し、激励する。

② 教育委員会、市町村、学校、企業等を訪問し、国体候補選手の環境整備に努める。

③ 関係報道機関との連携に努める。

④ 本県へ有望社会人を受入れる体制を関係各機関と連携し推進する。

(17)指導者の指導力や指導技術など、資質向上のための研修の場を提供する。

(18)審判員等の育成や資質向上に係る活動に必要な支援を行う。

(19)医・科学サポートの充実

① 日本体育協会公認スポーツドクター・アスレティックトレーナー及び本会認定アスレティッ

クトレーナーの養成・活用に努める。

② メディカルチェックを実施し、選手のスポーツ傷害の未然防止や運動能力の向上に努める。


